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９月24日（金）～10月１日（金）は

環境衛生週間環境衛生週間環境衛生週間

　９月24日「清掃の日」から10月１日「浄化槽の日」まで
は、環境衛生週間です。
　この機会にごみの減量化やリサイクルの推進、清掃の徹底
を心掛け、みんなできれいな住みよいまちにしましょう。
問清掃管理課（☎017－718－1179）
　浪岡振興部市民課（☎0172－62－1140）

たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨ては絶対にやめましょう。何気ないポイ捨てが多く

の人を不快にさせ、迷惑になります。ごみは持ち帰るか、きちんとごみ箱へ入れましょう！

「清掃ごよみ」（青森地区）、「家庭ごみの正しい出し方」（浪岡地区）でごみの分別や出し方

を確認し、ルールを守りましょう。

●失くしてしまったら…

「清掃ごよみ」は、駅前庁舎３階清掃管理課の窓口、「家庭ごみの正しい出し方」は、

浪岡庁舎市民課の窓口で随時お渡ししています。
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日常の掃除で行き届かない場所を重点的に掃除し、ね

ずみや衛生害虫（ハエ・蚊・ゴキブリなど）の発生防止を

心掛けましょう。

○大量のごみは

・少量ずつ数回に分け、計画的にごみ収集場所に出す

・分別して清掃施設に自己搬入

・一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼する（有料）

○リユースを心掛けましょう

必要なかたに譲ったり、リサイクルショップを利用

するなど、ごみの減量に努めましょう。

浄化槽は･･･
①市の登録業者による定期的な保守点検、及び清掃

許可業者による年１回以上の清掃を行いましょう。

　問廃棄物対策課（☎017－718－1086）

　　浪岡振興部市民課（☎0172－62－1140）

②使用開始後３か月を経過した日から５か月以内

に、またその後は１年ごとに、指定検査機関の法

定検査を受けなければなりません。

　問指定検査機関：青森県浄化槽検査センター

　　（☎017－726－9500）

清掃の日清掃の日

秋の大掃除の日秋の大掃除の日 浄化槽の日浄化槽の日

清掃管理課　平井
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時日時　所場所　内内容　対対象　人人員　料料金　備備考11 2021 年 9 月 15 日　広報あおもり

ダニ媒介感染症にご注意を

　ウイルスを持つダニに咬
か

まれないために、山や草むら

に入るときは次のことに注意しましょう。

・長袖、長ズボン、帽子、手袋を着用し、首にタオルを

巻くなど、肌を出さないようにする

・シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴

の中に入れる

・ダニを目視で確認しやすくするため、明るい色の服を

着る

・草の上に直接座ったり、寝転んだりしない

・衣類やタオルなどを草の上に放置しない

・帰宅後はすみやかに入浴し、ダニに咬
か

まれていないか

確認する

・ダニに咬
か

まれたら無理に引き抜こうとせず、皮膚科な

どの医療機関で処置してもらう

問感染症対策課（☎017－765－5282）

　高齢者の肺炎の原因のうち最も多い肺炎球菌の感染を

予防し、重症化を防ぎます。対象年齢のかたには、７月

末にお知らせを郵送しています。

★令和３年度　接種対象者

　これまで一度も高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したこ

とがない以下の生年月日に該当する、市民のかた。

年齢 生年月日

65 歳 昭和 31年４月２日 ～ 昭和 32年４月１日

70 歳 昭和 26年４月２日 ～ 昭和 27年４月１日

75 歳 昭和 21年４月２日 ～ 昭和 22年４月１日

80 歳 昭和 16年４月２日 ～ 昭和 17年４月１日

85 歳 昭和 11年４月２日 ～ 昭和 12年４月１日

90 歳 昭和 ６年４月２日 ～ 昭和 ７年４月１日

95 歳 大正 15年４月２日 ～ 昭和 ２年４月１日

100 歳 大正 10年４月２日 ～ 大正 11年４月１日

※接種時に60歳以上65歳未満で、身体障害者手帳の内部

障がい１級に該当する一部のかたも対象

料2,190円（自己負担金）※生活保護受給者・市民税非

課税世帯（世帯全員が非課税）のかたは無料。市民税

非課税世帯のかたは接種前に申請が必要です。接種後

の払戻しはしませんので、ご注意ください。

問感染症対策課（☎017－718－2852）

　浪岡振興部健康福祉課（☎0172－62－1114）

高齢者肺炎球菌予防接種

早期発見・早期治療のためにも結核健診を受けましょう！

９月 24 日～ 30 日は　結核予防週間

　結核は全国で年間約１万４千人が発病し、約２千人が亡くなる重大な感染症
です。本市でも毎年30人前後が発病しています。
・風邪に似た症状が２週間以上続く場合は医療機関を受診しましょう
・乳幼児は、BCG予防接種を１歳の誕生日の前日までに受けましょう
・睡眠・運動・食事などに気を配り、規則正しい生活をしましょう
・タバコは免疫力を低下させますので、禁煙しましょう
・毎年、健康診断（胸部エックス線検査）を受け、早期発見に努めましょう

問感染症対策課（☎017－765－5282）

※65歳以上のかたは、毎年の結核健診が義務付けられています。65歳以上のかたは、毎年の結核健診が義務付けられています。集団健診の日程については、次ページをご覧ください。

結核と闘うシールぼうやと
たすけあインコ

結核は昔の病気ではありません！
65歳以上の患者が増えており、
結核患者の約７割が高齢者です。

掲載の内容は、８月23日時点の情報をもとに作成
しています。イベント等は中止・延期・変更とな
る場合がありますので、最新情報は、各お問合せ
先にご確認ください。
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